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５．参考資料

　

　青森 推進機構 規約

第 章 総 則

（名称）

第 条 本機構は、「青森 推進機構」と称する。

（機構員）

第 条 本機構は、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ ）に係る

連携・協力に関する協定」（平成 年 月 日）を締結した大学等、青森県、

青森市、弘前市、八戸市及びむつ市の代表者をもって構成する。

第 章 目的及び事業

（目的）

第 条 本機構は、機構員及び青森県内の企業・ 等との連携・協力により、青

森県の将来を担う人財の育成や地域への若者定着の促進、大学等を核とした地

域産業の育成・雇用創出に向けた事業（「オール青森で取り組む『地域創生人財』

育成・定着事業」）を実施し、青森県の重要課題である人口減少の克服に資する

ことを目的とする。

（所管事項）

第 条 本機構は、前条の目的を達成するため、次の事項を所管する。

事業の計画・立案にかかわること

事業の予算及び執行にかかわること

事業の評価にかかわること

各機構員及び企業・ 等の連携・協力にかかわること

その他、事業の円滑な実施に必要なこと

第 章 機 関

第 節 役員等

（役員の種類及び定員）

第 条 本機構に、次の役員を置く。

機構長 名

副機構長 名

監事 名
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

（選任等）

第 条 前条の機構長は弘前大学長をもって充てる。副機構長及び監事は、機構

員の互選により選任する。

（職務等）

第 条 機構長は、本機構を代表し、業務を統括する。

副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故あるとき又は欠けたときは、機構

長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

監事は、本機構の業務等の執行状況を監査する。

（任期）

第 条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間

とする。

（ 推進コーディネーター）

第 条 本機構に、 推進コーディネーターを置く。

推進コーディネーターは、事業推進のための進捗管理、連絡調整、経費の

配分方針に関する業務を行う。

第 節 機構会議等

（機構会議）

第 条 本機構に、機構の運営及び事業の重要事項を審議するため、機構会議を

設置する。機構会議は、機構長、副機構長及び 推進コーディネーターをも

って構成する。

機構会議について必要な事項は、別に定める。

（教育プログラム開発委員会）

第 条 本機構に、地域創生人財の育成に係るプログラムを開発するため、教育

プログラム開発委員会を置く。

教育プログラム開発委員会について必要な事項は、別に定める。

（外部評価委員会）

第 条 本機構に、事業に関して第三者による客観的な評価を行うため、外部評

価委員会を置く。

外部評価委員会について必要な事項は、別に定める。
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５．参考資料

第 節 総会

（総会）

第 条 総会は、全ての機構員をもって構成する。

総会について必要な事項は、別に定める。

（召集）

第 条 機構長は、毎年度１回以上、総会を招集する。

機構長は、必要に応じ臨時総会を招集することができる。

（議長）

第 条 総会の議長は、機構長又は機構長の指名する副機構長がこれを行う。

（定足数及び表決）

第 条 総会は、機構員の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該議事に

関し書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席したものとみなす。

出席者の過半数をもって議決とし、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

第 章 そ の 他

（事務局）

第 条 本機構の事務を処理するため、事務局を置く。

事務局は、国立大学法人弘前大学に置く。

（委任規定）

第  条 この規約に定めるもののほか、本機構の運営に関し必要な事項は、別に

定める。

附 則

この規約は、平成 年11月26日から施行する。

79



オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青森COC＋推進機構　機構員名簿

【平成29年4月1日現在】

役職等

（機構長）弘前大学長 佐 藤 敬

（副機構長）青森中央学院大学長 　 花 田 勝 美

（副機構長）八戸工業高等専門学校長 圓 山 重 直

（監事）青森県立保健大学長 上 泉 和 子

（監事）八戸学院大学長 大 谷 真 樹

東北女子大学長 小 澤 熹

八戸工業大学長 長谷川 明

弘前学院大学長 吉 岡 利 忠

弘前医療福祉大学長 下 田 肇

青森中央短期大学長 久 保 薫

青森県知事 三 村 申 吾

青森市長 小野寺 晃 彦

弘前市長 葛 西 憲 之

八戸市長 小 林 眞

むつ市長 宮 下 宗一郎

氏  名
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５．参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青森COC＋推進機構会議　機構員名簿

【平成29年4月1日現在】

役職等

（機構長）弘前大学長 佐 藤 敬

（副機構長）青森中央学院大学長 　 花 田 勝 美

（副機構長）八戸工業高等専門学校長 圓 山 重 直

（監事）青森県立保健大学長 上 泉 和 子

（監事）八戸学院大学長 大 谷 真 樹

ＣＯＣ＋推進コーディネーター 　 吉 川 源 悟

氏  名
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

○青森 産官学連携協議会内規

（趣旨）

第 条 この内規は，青森 推進機構規約第 条の規定に基づき，青森 推進機構

に置く青森 産官学連携協議会（以下「 連携協議会」という。）の組織，運営に関

し必要な事項を定める。

（活動）

第 条 連携協議会は， 事業を推進するにあたり，特に県内地域への若者定着の促

進に向けた各種事業の実施について高等教育機関・自治体・経済団体等が意見交換及び協

議を行うものとする。

（委員）

第 条 連携協議会は，次の各号に掲げる委員により構成する。

事業を担当する弘前大学の副理事

事業に参画する高等教育機関から選出された者

事業に参画する自治体から選出された者

推進コーディネーター

青森県内の企業等から選出された者

その他会長が必要と認めた者

（会長及び副会長）

第 条 連携協議会に，会長を置き，前条第 号に掲げる委員をもって充てる。

会長は， 連携協議会の会務を総括する。

連携協議会に，副会長を置き，会長が指名する委員をもって充てる。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。

（会議）

第 条 会長は，会議を主宰し，その議長となる。

会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。

（委員の代理出席）

第 条 委員がやむを得ない理由で出席できないときは，当該委員の指名した者が委員と

して代理出席をすることができる。

（委員以外の出席）

第 条 会長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させ，意見を聴くことがで

きる。

（その他）

第 条 この内規に定めるもののほか， 連携協議会に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この内規は，平成 年 月 日から施行する。
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５．参考資料

氏　　　名

（１）　COC＋事業を担当する
　　　 弘前大学の副理事 曽　我　　　亨

高　山　　　貢
青森中央学院大学
地域連携センター長・教授

齊　藤　貴　之
八戸工業高等専門学校産業システム工学科
マテリアル・バイオ工学コース教授

橋　本　恭　男 青森県企画政策部企画調整課長

江刺家　和　夫 青森県商工労働部商工政策課長

（４）　COC＋推進コーディネーター 吉　川　源　悟
青森ＣＯＣ＋推進機構
ＣＯＣ＋推進コーディネーター

櫻　庭　洋　一 青森県商工会議所連合会常任幹事

馬　場　良　夫 青森県中小企業団体中央会専務理事

中　嶋　和　行 青森県商工会連合会専務理事

（５）　青森県内の企業等から
　　　 選出された者

青森COC＋産官学連携協議会　委員名簿

【平成29年7月12日現在】

職 名 等
青森COC＋産官学連携協議会内規

 第３条

（２）　COC＋事業に参画する
       高等教育機関から選出
       された者

（３）　COC＋事業に参画する
       自治体 から選出された者
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

○教育プログラム開発委員会内規

（趣旨） 

第1条 この内規は，青森COC＋推進機構規約第11条第2項の規定に基づき，教育プ

ログラム開発委員会の組織及び運営に関し，必要な事項を定める。 

（組織） 

第2条 教育プログラム開発委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  弘前大学理事（教育担当） 

(2)  COC+事業を担当する弘前大学副理事 

(3)  弘前大学から選出された者 1名 

(4) COC+事業に参加する各高等教育機関から選出された者 各1名 

(5) COC+事業に参加する各自治体から選出された者 各1名 

(6) COC+事業に参加する企業から選出された者 2名 

(7) COC+事業に参加するNPO法人から選出された者 2名 

(8)  その他委員長が必要と認めた者  

（委員長及び副委員長） 

第3条 教育プログラム開発委員会に，委員長を置き，第2条第1号に掲げる委員をも

って充てる。 

2 委員長は，教育プログラム開発委員会の業務を総括する。 

3 教育プログラム開発委員会に，副委員長を置き，委員長が指名する委員をもって充

てる。 

4 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第4条 委員長は，会議を主宰し，その議長となる。 

2 会議は，委員の過半数をもって成立する。 

（委員以外の出席） 

第5条 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，意見を聴くこ

とができる。 

（ワーキンググループ） 

第6条 教育プログラム開発委員会に，次に掲げるワーキンググループを置く。 

(1) 共育型インターンシッププログラムワーキンググループ 

(2)  女子学生のキャリア支援プログラムワーキンググループ 

(3)  起業実行プログラムワーキンググループ 

2  ワーキンググループは，各プログラム開発に関する業務を行う。 

3 ワーキンググループについて必要な事項は，別に定める。 

84



５．参考資料

（その他） 

第7条 この内規に定めるもののほか，教育プログラム開発委員会に関し必要な事項は，

別に定める。 

附 則 

この内規は，平成28年1月7日から施行する。 
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

【平成30年2月21日 現在】

教育プログラム開発委員会内規
第２条

氏　　　名 職名等

(1)　弘前大学理事（教育担当） 伊　藤　成　治 【委員長】

(2)　COC+事業を担当する弘前大学
     副理事 曽　我　 　　亨

(3)　弘前大学から選出された者 西　村　君　平 教育推進機構教育戦略室助教

角　濱　春　美 【副委員長／女子学生のキャリア支援プログラム主査校】
青森県立保健大学理事（教務・学生担当）・健康科学部長

丹　羽　浩　正
【副委員長／起業実行プログラム主査校】
八戸学院大学学長補佐・ビジネス学部教授

塩　谷　未　知 【副委員長／共育型インターンシップ･プログラム主査校】
青森中央学院大学キャリア支援センター長・経営法学部教授

小　野　昇　平 東北女子大学家政学部講師

阿　波　　 　稔 八戸工業大学学務部次長・土木建築工学科教授

高　松　 　　彰 弘前学院大学就職課長

小　玉　有　子 弘前医療福祉大学学生部長・保健学部看護学科教授

大  沢   陽  子 青森中央短期大学幼児保育学科長・教授

丸　岡　 　　晃 八戸工業高等専門学校産業システム工学科教授

奥　田　昌　範
青森県企画政策部企画調整課副参事
（基本計画推進グループマネージャー）

船　橋　正　明 青森市市民政策部政策推進課長

森　岡　欽　吾 弘前市経営戦略部ひろさき未来戦略研究センター副所長

大志民　　　諭 八戸市総合政策部次長兼政策推進課長

中　野　敬　三 むつ市企画部市民連携課長

三　上　善　昭 株式会社青森電子計算センター弘前営業所調査役

平　野　　　 浩 三八五流通株式会社取締役人事部長

米　田　大　吉 プラットフォームあおもり理事長

藤  田　成  隆 循環型社会創造ネットワーク理事長

　　　オブザーバー 吉　川　源　悟 青森COC+推進機構 COC＋推進コーディネーター

教育プログラム開発委員会　委員名簿

(4)　COC+事業に参加する各高等
     教育機関から選出された者

(5)　COC+事業に参加する各自治体
　　 から選出された者

(6)　COC+事業に参加する企業から
　　 選出された者

(7)　COC+事業に参加するNPO法人
     から選出された者
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青森COC+事業における外部評価委員会内規 

 

 

（趣旨） 

第1条 この内規は，オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業（以下

「青森COC+事業」という。)に関し第三者による客観的な評価を行うため，青森COC

＋推進機構規約第12条第2項の規定に基づき設置する青森COC+事業における外部評

価委員会（以下「外部評価委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を

定める。 

（組織） 

第2条 外部評価委員会は，次に掲げる委員をもって組織し、機構長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 行政機関関係者 

(3) 企業等関係者 

(4) その他機構長が必要と認めた者 

（委員長及び副委員長） 

第3条 外部評価委員会に，委員長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は，外部評価委員会の業務を総括する。 

3 外部評価委員会に，副委員長を置き，委員長が指名する者をもって充てる。 

4 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。  

（会議） 

第4条 委員長は，会議を主宰し，その議長となる。 

2 会議は，委員の過半数をもって成立する。 

（委員以外の出席） 

第5条 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させ，意見を聴くこ

とができる。 

（その他） 

第6条 この内規に定めるもののほか，外部評価委員会に関し必要な事項は，別に定め

る。 

附 則 

この内規は，平成28年6月30日から施行する。 
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

【平成29年9月12日現在】

氏　　　名 職 名 等

出　　口　　　　　毅
国立大学法人山形大学地域教育文化学部長

COC/COC+推進室長

佐　　藤　　　　　任 函館市 企画部次長

竹　　内　　紀　　人
一般財団法人青森地域社会研究所

常務理事

成　　田　　昌　　造 青森県高等学校長協会 会長

小 山 内 　 世 喜 子
一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと

代表理事

弘前大学ＣＯＣ事業及び青森COC＋事業外部評価委員会　委員名簿
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　■　COC＋事業新聞掲載記事

　東奥日報　19面　（平成29年５月25日付）

                                            　　東奥日報社提供   
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　陸奥新報　18面　（平成29年５月28日付）

   

　　     　陸奥新報社提供     
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　東奥日報　23面　（平成29年８月25日付）

　　　

                                                                                    　東奥日報社提供　　
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　東奥日報　15面　（平成29年9月５日付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東奥日報社提供
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　東奥日報　22面　（平成29年9月16日付）

          東奥日報社提供
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　東奥日報　16面　（平成29年9月17日付）

     
　　                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　東奥日報社提供

94



５．参考資料

　東奥日報　24面　（平成29年9月28日付）

     
　　                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　東奥日報社提供

95



オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　陸奥新報　17面　（平成29年９月23日付）

                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　           陸奥新報社提供
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５．参考資料

　デーリー東北　２面　（平成29年11月９日付）

 
　デーリー東北社提供

東奥日報　16面　（平成29年11月18日付）

東奥日報社提供
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　東奥日報　19面　（平成29年12月３日付）

                  　　　　　　　　　　　　　 東奥日報社提供

98



５．参考資料

　陸奥新報　２面　（平成29年12月３日付）

　　　

  

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        陸奥新報社提供

99



オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　陸奥新報　16面　（平成29年12月13日付）

　　　

             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　                                                 陸奥新報社提供　　

100



５．参考資料

　東奥日報　21面　（平成29年12月16日付）

　　　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        　　                                  　　 東奥日報社提供
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　東奥日報　17面　（平成29年12月20日付）

　　　

       

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　　　 東奥日報社提供

102



５．参考資料

　陸奥新報　３面　（平成30年１月21日付）

　　　

       

      

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　陸奥新報社提供

103



オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　東奥日報　23面　（平成30年１月25日付）

　　　

       

　　　　　　　東奥日報社提供
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５．参考資料

　陸奥新報　２面　（平成30年１月25日付）

　　　

       

   

　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      　　　　　　　陸奥新報社提供
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オール青森で取り組む「地域創生人財」育成・定着事業

　東奥日報　16面　（平成30年２月１日付）

　　　

       

                                                   　　　　　　東奥日報社提供

106


